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Ⅶ . 保守点検と整備

1. 保守点検
① 本機の使用、保守点検は医療機関が自ら適切に実施すべきものと規定されています。
② 保守管理を行うにあたり、点検責任者、点検場所、点検記録、保管場所を決めて正しい運用を心掛けること。
③ 保守点検を怠ると重大事故につながる危険性があり、本機を常に正しく作動させるために、定期的に保守点検を実施すること。点検事項

の励行、修理依頼の判断を行い、老朽化、消耗などによって本機の安全性が低下しないよう維持すること。
●始業点検は本機およびアクセサリーを使用する前に行うこと。

- 本機の外観上の不具合や動作チェックを主として行うこと。
- アクセサリーの保守点検については各種電極、ハンドピース、対極板、電源コード等に傷がついていないか確認を行う

こと。
- 本機とアクセサリー類が正しく接続できるかどうかの確認を行うこと。
- 本体電源を入れ、異常な動作音の有無確認等のチェックを行うこと。

●終業点検は使用時に異常がなかった場合は、主に清掃等を中心に行うこと。
- 使用中もしくは点検時の使用において、正しい使用に関わらず異常が認められた場合、必ず修理代理店に点検を依頼す

ること。
- 定期的な電気安全性の試験については当社が指定する修理業者に点検を依頼すること。
- 長期間使用せずに保管していた場合は、使用する前に当社が指定する修理業者の点検を受けること。

タッチパネル液晶の清掃を行う際は、以下の点に注意してください。
【清掃方法】
・やわらかい素材の布で表面を軽く拭き取ってください。
・汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄め、やわらかい布を浸して固く絞ったうえで、軽く拭き取ってください。

※清拭後は、乾いた布で水分を残さないように拭き取ってください。
【禁忌・禁止／注意】
・粗い布地やティッシュペーパーでこすらないでください。表面に傷がつく恐れがあります。
・アルコール類（エタノール等）、シンナー、ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。

変質・ひび割れの原因となります。
・液晶面に直接洗剤や水をかけないでください。

④ 本機内部は高電圧を使用しているため、本機のカバーなどを外しての保守点検、修理等は感電の危険性があるため、必ず当社指定の修理
業者に依頼すること。

2. 技術面の安全性の点検
•	 本機は、毎年最低でも一回、技術面の安全性を必ず点検すること。

- JIS T 0601-1、JIS T 0601-2-2 に従った電気の安全性
- 装置が正しく機能するかどうかの点検

•	 当社が指定する修理業者以外で行った装置やアクセサリーの誤った改造や修理に対し、製造・販売元は責任を負いません。装置に関する
保証も直ちに無効となります。

•	 当社では通常の動作確認を含め、JIS 規格（JIS T0601-1、JIS T 0601-2-2) に基づいた点検検査を行う設備を有しております。点検修理に
関しては、お手数ですが取扱代理店または当社にご連絡ください。

•	 無償保証期間後の保守点検は基本的に有償となります。
•	 高周波エネルギーの特性のため、市販の電気メステスターによる計測では正しい数値は計測されません。

3. 修理・故障
故障時は、当社指定の修理業者に依頼してください。なお、本機の修理対応期間および修理部品の供給は、販売中止後５年です。
修理業者：シーンズテック
〒 536-0013　大阪府大阪市城東区鴫野東 2-15-3　
TEL：06-7777-5022　FAX：06-7777-5023
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4. 保証規定
•	 この規定は、当社が日本で販売した製品に限り有効です。
•	 当社が定める保証期間はご購入日から 1 年間です。保証期間内に生じた故障等については無償で修理・点検を行います。
•	 保証期間後に生じた故障等については当社の定める修理・点検料金に基づいた費用をお支払いいただきます。
•	 下記の原因による故障は、保証期間内であっても無償修理の対象から除外されますので、ご了承ください。
	 - 目的以外の使用による故障
	 - 不適切な取り扱いまたは使用による故障
	 - 設計仕様条件の範囲外での取り扱いや使用による故障
	 - 当社が指定した業者以外が行った改造、分解または修理による故障
	 - 他社製のアクセサリーを使用しその結果生じた故障
	 - 当社のアクセサリーを他社製品に使用しその結果生じた故障
	 - 日本以外での使用による故障
	 - 火災・水害・地震その他天災をはじめ故障の原因が本機以外の理由による故障
	 - その他当社の責任とみなされない故障
	 -「安全にお使いいただくために」(P.4) を守らなかったため生じた故障
•	 当社が指定した業者以外が本体カバーを開いた場合は、保証期間内であっても無償保証の対象から除外されますのでご了承ください。

禁忌・禁止
•	 分解・改造をしないこと。
•	 当社が指定する専門の技術者以外は本機のカバーなどを外しての保守点検、修理等は行わないこと。
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Ⅷ . エラー表示

エラーが発生した場合には、パネルにエラー内容が表示され、同時に出力が自動停止します。
エラーの要因が解消されると、警告機能は自動的に解除され、通常通り使用ができます。

警告 
本機のエラー表示の音質は、本機サージネクサス専用となっています。
他のＭＥ機器の動作音やアラーム音と混同しないように十分に認識して使用すること。

1. 対極板モニター
本機はリユーザブル対極板（容量型）とディスポーザブル対極板（導電型）の使用が
可能です。
対極板コードの未接続、接触不良や断線を検知することが可能で、検知した場合は “対
極板エラー” のアラーム警報および表示がされます。また、ディスポーザブル対極板
を使用した場合のみ、対極板面積モニター機能により対極板の剥がれを検知すること
が可能で、使用中に対極板の装着面積が減少した場合に” 対極板エラー “警報および
表示がされます。

注意 
リユーザブル対極板（容量型）を使用した場合は、対極板が剥がれてもエラー警報動作しないので注意すること。
バイポーラモードを単独で使用する際は、対極板モニター表示が常時点灯（赤）しますが、異常ではなく、バイポーラ単独での使用は可能です。

対極板コードの断線、接触不良、接続不良がある場合はエラー警報が作動し、アラーム音と同時に出力が自動停止し、操作画面に “対極板エラー”
が表示されます。
対極板コードと本体との接続、接触不良、断線を確認し、対極板の装着、対極板コードの再接続を行うこと。

●リユーザブル対極板（容量型）を使用した場合

装着した対極板の皮膚抵抗が 10 Ω〜 150 Ωの範囲にある場合に、対極板の状態を監視する対極板安全面積モニター機能が動作します。
以下の状態になると “対極板エラー” のアラームが発生します。
	 - 装着した状態の皮膚抵抗が 150 Ω以上の場合
	 - 対極板が装着した状態から 40% 以上剥がれた場合
対極板を装着していない、またはコードが断線した場合は、アラーム警報が作動しアラーム音と同時に出⼒が自動停止し、操作画面に “対極
板エラー” が表示されます。

●ディスポーザブル対極板（導電型）を使用した場合

- 対極板コードと本体との接続、接触不良、断線を確認してください。 
- 対極板に異常がないことおよび対極板の装着状態が適切であることを確認してください。 
- 貼付した皮膚が乾燥している可能性があります。温かい濡れタオル等で皮膚表面を拭いて乾燥した皮膚角質などを取り除いてください。 
- それでも改善しない場合は新しい対極板を貼り直してください。

〇    “ 対極板エラー” が作動した時は？　対極板を貼付した直後にアラームが鳴った場合 

- ディスポーザブル対極板（導電型）が剥がれています。対極板の装着状態を確認してください。 
- 対極板のプラグ、コードおよび対極板側のコードの根本の接続状態をチェックします。
- 対極板に異常、損傷などがあれば対極板を交換してください。 
- 低体温時に皮膚抵抗が高くなりアラームが鳴る場合があります。対極板装着状態を確認した上で、対極板コードを一度本体から抜いてから
   再度対極板コードを入れ直してください。
- それでも改善しない場合は新しい対極板に貼り替えてください。

〇術中（使用中）にアラームが鳴った場合
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2. 連続出力エラー
1 回の出力動作（出力スイッチを連続して押し続ける状態）が 60 秒を超えた場合は、
アラーム音と共に出力が自動停止し、操作画面に” 連続出力エラー” と表示されます。
再度使用する場合は、出力スイッチを押し直すか、3.8 秒経過すると復帰し、
使用することができます。

3. 高温エラー
操作画面に” 高温エラー” と表示されます。
内部回路が高温になったため、過熱故障を防止するために動作しアラーム音と共に
出力が自動停止します。
内部回路の温度が下がるとエラーが解除され再度使用可能になります。

4. 自己診断エラー
操作画面に” 自己診断エラー” と表示されます。
本体起動時に出力の自己診断を行い、内部回路に異常があった場合、自己診断エラー
が作動し、アラーム音が発生します。再度使用するには電源を入れ直してください。
何度も発生する場合は点検を依頼してください。

5. システムエラー
操作画面に” システムエラー” と表示されます。
内部 CPU、通信システムに異常が発生した場合にシステムエラーが作動します。
何度も発生する場合は点検を依頼してください。
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6. 付属品エラー
電源投入時に接続されているフィンガースイッチ、またはフットスイッチのスイッチ
が押された状態やコードにショートがある場合に “付属品エラー” が作動します。
フィンガースイッチやフットスイッチを本機から抜いて状態を確認してください。

7. 出力エラー
使用中に出力異常が発生した場合に出力エラーが作動し、操作画面に出力エラーと表示されアラーム音が発生します。
出力スイッチを押し直す、または 3.8 秒経過すると復帰し使用することができます。
何度も発生する場合は点検を依頼してください。3 回以上発生した場合、エラーの文言が点検を依頼する内容に変わります。

1,2 回目の出力エラー 3 回目以降の出力エラー
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Ⅸ . トラブルシューティング

1）電源が「ON」しない

故障状況 点検箇所・原因 対応・対策

本体が起動しない

①  電源コ－ドが接続されていない
　  電源スイッチが入っていない
　  使用施設電源の停電等

①  点検

②  電源コードの断線、接触不良等 ②  電源コード交換・メーカー修理

③  電源スイッチの故障 ③  メーカー修理

④  ヒューズの断線 ④  メーカー修理

⑤  内部電源回路の故障 ⑤  メーカー修理

動作異常

２）切開（凝固）の出力が発生しない。

故障状況 点検箇所・原因 対応・対策

A.  切開（凝固）出力通電音が発生し出力表示
      画面が表示される。

①  切開（凝固）出力が設定されていない ①  出力を設定してください

②  内部電源回路の故障 ②  メーカー修理

B.  切開（凝固）出力通電音が発生せず出力表
      示画面も表示しない。

①  ハンドピースの接続不良、断線、接触不良 ①  ハンドピースの接続、交換・メーカー修理

②  フットスイッチの接続不良、断線、接触不
      良

②  フットスイッチの接続、交換修理・メーカー
      修理

③  内部電源回路の故障 ③  メーカー修理

３）バイポーラの出力が発生しない

故障状況 点検箇所・原因 対応・対策

A.  バイポーラ出力通電音が発生し出力表示画
      面が表示される。

①  バイポーラ出力が設定されていない。 ①  出力を設定してください

②  内部電気回路の故障 ②  メーカー修理

③  バイポーラピンセットコードの接続不良、
      断線、接触不良

③  バイポーラピンセットコードの接続、交換、
      メーカー修理

B.  バイポーラ出力通電音が発生せず出力表示
      画面も表示されない。

①  フットスイッチの接続不良、断線、接触不
      良 ①  フットスイッチの交換、修理

②  内部電気回路の故障 ②  メーカー修理
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４）対極板モニター

故障状況 点検箇所・原因 対応・対策

A.  “対極板エラー” が作動し、モノポーラ出
      力が停止する。
      （装置は正常です。）

①  対極板コードの断線、対極板コネクタの接
       触不良

①  対極板コードの断線、接続、対極板コネク
      タの接続、接触不良を確認してください。

②  対極板が剥がれている（対極板の装着面積
      が足りない、ディスポーザブル対極板の場
      合）

②  対極板を貼り直してください。
       （新品を貼り直すこと）

B.  “対極板エラー” が作動し、モノポーラ出
      力が停止しない、または出力される。 ①  内部電気回路の故障 ①  メーカー修理　すぐに使用を中止してくだ

      さい。
C.  断線状態または剥がれ状態でアラームが発
      生せず、モノポーラ出力される。 ①  内部電気回路の故障 ①  メーカー修理　すぐに使用を中止してくだ

      さい。

５）連続出力エラー

故障状況 点検箇所・原因 対応・対策

“連続出力” と表示され、出力が停止する。
①  60 秒以上の連続出力をすると作動 ①  3.8 秒経過または、出力スイッチを入れ直

      してください。
②  出力系スイッチ（ハンド、フットスイッチ）
      の故障 ②  交換、メーカー修理

６）高温エラー

故障状況 点検箇所・原因 対応・対策

“高温エラー” と表示され、出力が停止する。

①  内部回路の温度が下がると自動的にエラー
      は解除されます。 ①  エラーが解消されるまで、使用しない

②  部品の故障 ②  時間が経過してもエラーが解消されない場
      合は、メーカー修理

７）自己診断エラー

故障状況 点検箇所・原因 対応・対策

“自己診断エラー” と表示される。

①  本体起動時のセルフチェックの際に出力に
      異常がある。

①②  電源スイッチを入れ直してください。
           再度エラーが発生する場合は、すぐに使
           用を中止してください。
           メーカー修理②  内部回路の異常を検知
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８）出力エラー

故障状況 点検箇所・原因 対応・対策

“出力エラー” と表示され、出力が停止する。 ①  出力中になんらかの出力異常を検知。

①  3.8 秒経過または、出力スイッチを入れ直
      してください。再度エラーが発生する場合
      は、すぐに使用を中止してください。
      メーカー修理

9）システムエラー

故障状況 点検箇所・原因 対応・対策

“システムエラー” と表示される。 ①  本体内部回路の異常を検知

①  電源スイッチを入れ直してください。
      再度エラーが発生する場合は、すぐに使用
      を中止してください。
      メーカー修理



29

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅹ

Ⅺ

Ⅻ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅸ

Ⅹ 

経
年
劣
化
に
つ
い
て

Ⅹ . 経年劣化について

高額修理が発生する可能性のあるケース
以下の項目に該当する場合、修理費が高額となることがあります。

• ご購入後 5 年以上経過している機器が故障した場合
• 機器を正しく使用しなかったために故障した場合
• 購入当初は問題なかったが新たな症例に使用し故障した場合
• 短期間に 2 回以上の故障が発生する場合

高額故障修理は多数の部品の劣化が認められた場合に発生します。この場合、仮に修理をしても新品時の性能に復帰するものではなく、修理
を続行するよりもお買替えをしていただく方が良い場合がありますので、お買替えの目安としてご検討ください。
ご注意 : 劣化・破損が広範囲に及んでいる機器や、長年ご使用の機器によっては修理不能と判断させていただく場合もありますのでご了承く
ださい。

経年劣化による部品の状態 - 使用年数と劣化の関係 -
サージネクサスの税法上の償却期間は 5 年となっています。

• 5 年超 : 内部部品の劣化が進み、高額故障修理となる可能性があります
• 10 年前後 : 部品劣化が格段に進行し、高額修理の傾向が強くなります

部品の劣化は使用頻度だけの問題ではなく、使用していなくても経年劣化が進む部品もあります。このため交換が必要な部品点数が増加し、
高額故障修理となります。

不適切な使用による劣化
当社推奨の通電時間を超える使用や誤ったご使用をされますと、部品に負担がかかり部品の劣化が急激に進むことがあります。
一度劣化した部品は劣化以前の性能と同等に復帰することはなく、早期故障の原因となり修理費用が高額になるケースが多くあります。
〇 頻回故障について

短い期間に頻回に発生する故障の場合は、部品の劣化が次々に進んだ結果によることがほとんどです。
劣化が進行している部品の多くは、測定器では良否判定のできないレベルで徐々に劣化が進行するため、直接の故障原因として認めら
れない場合にはそのままとなります。したがって、部品の劣化状況によっては結果として短期間に何度も故障が発生して修理する場合
があります。

〇 過酷な使用環境での注意点
特に、機器の使用頻度が極端に高く適応範囲を超えた過酷な使用環境においては、部品の劣化を加速するだけではなく破損の原因となっ
て故障が頻回に発生することもあります。

当社の修理方針とサービス - 修理の基本方針 -
当社では以下の方針で修理を行っております :
故障部品のみの交換を基本とし、予防的な部品交換は実施しておりません

• ご依頼や特別な理由のない限り、修理時点で使用可能な部品の交換は行いません
• その時の故障原因となった部品交換を基本としています
• 予防的修理は、部品の劣化状態を測定できない範囲での見込みによる部品交換を含むため費用が高額となり、発生しうる故障を完全に

回避することも不可能なため現実的とは言えません
〇 安全性の確保

主要電気回路の修理時には、JIS 規格に基づいた電気試験を実施し安全性の確保に努めております。
お買替え時期の判断にお困りの際はお気軽にご相談ください。




